税務証明の郵便での交付申請について
○請求できる税務証明
評価証明、公課証明、資産証明、所在証明、納税証明、軽自動車税納税証明

所得課税証明、非課税証明、児童手当用所得証明
○手続き（以下のものを郵送してください）
①　税務証明閲覧交付申請（請求）書（別掲・任意様式でも構いません）
　　記載事項は以下のとおりです。

· 申請日付

· 申請者→押印（認印）してください。（法人は社印を押印してください）※
· 申請者の生年月日
· 証明を受ける人（申請者と同一の場合は記載不要です）
· 証明を受ける人の生年月日（申請者と同一の場合は記載不要です）

· 不動産の表示（固定資産関係のみ）

· 使用目的

· 証明の年度（表示がない場合は最新のものを発行します）

· 申請者の連絡先電話番号

※申請者が委任されている者の場合には、委任状（別掲）を同封してください。
※委任されている者の本人確認が必要になります。必ず運転免許証等の身分証明書の写しを同封してください。その際に送付先の住所を確認しますので、現住所の記載のない又は、変更がある場合等には、さらに住民票等を同封してください。

※申請者が相続人の場合には、被相続人との相続関係が分かる書類を同封してください。
　　　
　②　手数料
　　　以下表の手数料を郵便局の定額小為替で同封してください。
　　　※小為替以外は受付けられません。（切手を同封することはやめてください）
	証明種別
	手数料
	備考

	評価証明
	５件まで１通３００円
	以降５件ごとに１００円増します。

	公課証明
	〃
	〃

	資産証明
	〃
	〃

	所在証明
	１通３００円
	

	納税証明
	〃
	

	軽自動車税納税証明
	無料
	

	所得課税証明
	１通３００円
	

	非課税証明
	〃
	

	児童手当用所得証明
	無料
	


　　　◆郵便局の定額小為替は、手数料がかかります。
　③　返信用の封筒

　　　宛名を明記し、必要分の郵便切手を貼付してください。

　　　※宛名については、当方で確認可能な住所としてください。

　　　　例１：忍野村から転出して確定している住所

　　　　　　　　→転出予定の場合には、確定後に申請してください。

　　　　　　　　→忍野村から転出して再度忍野村以外の市区町村に転出された場合には、その経緯が分かる書類（住民票等）を同封してください。

　　　　例２：忍野村からの納税通知書の送付先住所

　　　　例３：第３者に委任されている場合は、委任状に明記されている住所

　　　　例４：被相続人の証明を申請した場合は相続人の住所

　　　　　　　　→戸籍謄本、戸籍の附票等で相続人の住所を確認するため、戸籍謄本、戸籍の附表等の写し等を同封してください。
　　　　

※送付する際は、転送不要郵便にて送付します。
